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１１ 文文化化財財のの保保存存・・活活用用のの推推進進体体制制

本市では、庁内関係部局や民間団体・研究機関等との連携体制の整備を進め、地域計画に基づ

く住民主体の歴史文化を生かしたまちづくりを推進します。令和５年 ４月現在の本市にお

ける関係各課の業務内容及び関係する団体は以下のとおりです。

行行政政

・東近江市文化スポーツ部歴史文化振興課は、中心的な主体の一つとして、各主体への働き

かけや調整、支援等を行うとともに、文化財の保存・活用のための体制及び仕組みづくり

や制度設計、必要となる財源措置等に取り組みます。

・本市各課は歴史文化振興課と連携しながら、それぞれの分野において「文化財を生かした

うるおいとにぎわいのまち」づくりの取組を推進し、本市の歴史文化の魅力や価値の向上

を図ります。

・本市とともに国 文化庁 、滋賀県、関係市町等市街の関係機関と文化財の保存・活用に関

する連携を強化します。

所所有有者者

・所有者及び管理者は本市の歴史文化を体現する文化財を管理することの重要性を認識し、

継続して文化財を適切に保存管理します。

・行政や地域等と連携しながら文化財の防災・防犯対策の徹底を図ります。

・文化財の公開や活用について、保存管理や防災・防犯、プライバシー保護などを前提とし

て参加、協力します。

・所有者同士や地域、市民団体、民間、専門家との横のつながりによる支援や協力、情報共

有のネットワークづくりに取り組みます。

地地域域

・行政や市民団体、民間、専門家と連携しながら文化財の保存・活用に取り組み、本市の歴

史文化について積極的に情報発信します。

・地域の共有財産であることを認識し、各主体が行う保存・活用の取組への参加、協力等を

通じて、歴史文化を支える担い手として理解を深めます。

・地域での様々な取組に関する見識を広め、相互の支援や協力、情報共有等のためのネット

ワークづくりに取り組みます。

市市民民団団体体

・それぞれの立場や専門分の知識、ノウハウを生かしながら、各分野の歴史文化の担い手の

リーダとして地域の活動を支え、文化財の保存・活用に寄与します。

・相互の支援や協力、情報共有等のためのネットワークづくりに取り組みます。

広報課 広報紙の発行その他広報一般に関すること、市のホーム

ページの運用管理に関すること、東近江スマイルネット

ケーブルテレビ への情報提供に関すること、防災情報

告知放送システムによる放送に関すること。

総務部 総務課 市町村界、字界及び住居表示の企画に関すること。

公文書センター 歴史的文書の閲覧に関すること。

人事課 職員研修の企画及び実施に関すること。

管財課 帰属・寄附採納に関すること。

都市整備部 広域事業推進課 国・県事業の推進及び調整に関すること、蛇砂川・八日

市新川・愛知川・日野川改修事業の推進に関すること、

国道８号、 号及び 号改修事業の推進に関するこ

と。

公共交通政策課 地域交通ネットワークに関すること、駅舎の管理に関す

ること。

管理課 道路、河川及び都市下水路の占用に関すること、官民境

界に関すること、法定外公共物の財産管理及び許可に関

すること。地籍調査に関すること。

住宅課 空家対策推進係） 空き家等の対策に関すること。

都市計画課 都市計画の決定、変更及び廃止に関すること、地区計画

に関すること、景観に関すること、屋外広告物に関する

こと、都市計画マスタープランに関すること、公園緑地

の整備に関すること。

建築指導課 建築基準法の施行に関すること、建築物の防災指導に関

すること、建築審査会に関すること、開発許可申請等に

対する意見書に関すること。

施設建築課 市有建物の建築設計、施工及び監督に関すること、市有

建物の営繕の設計、施工及び監督に関すること、建築基

準法第 条に基づく点検に関すること。

農林水産部 農業水産課 農業振興に関すること 新規就農に関すること 水田野

菜生産拡大に関すること 農業女子の育成・支援に関す

ること 食農教育に関すること。

地域商社支援室 地産地消事業の推進に関すること 地域商社の生産出荷

に関すること 学校給食への地場農産物の利用促進に関

すること、地域内中規模流通システムの生産者育成に関

すること。

林業振興課 森林経営管理制度に関すること、森林資源活用に関する

こと、治山、森林の保全に関すること、鳥獣被害に関す

ること。

市民部 まちづくり協働課 地域課題の解決に係る事業の企画立案及び総合調整に関

すること。

各支所 地域振興に関すること、地域の情報発信に関すること、

地域の危機管理 消防、水防、防災等 に関すること。
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・相互の支援や協力、情報共有等のためのネットワークづくりに取り組みます。

専専門門家家

・専門家は、行政との連携のもと本誌の歴史文化にかかわる様々な観点から調査研究を行い、

文化財の掘り起こしや価値づけ、保護等の対応を行います。

・調査成果を所有者や地域へ普及するとともに、保存活用に取り組んでいくための助言・指

導・協力を行います。

・行政が実施する取組に対し、適切な措置を講じられるよう各種審議会を通じて指導・助言

を図ります。

行政

東近江市

文化スポーツ部 歴史文化振興課 文化財の調査・保存、文化財保護の普及啓発、文化財防

火デー関連事業

博物館構想推進課 博物館・資料館の管理運営に関すること。東近江市立八

日市文化芸術会館の管理に関すること。博物館構想の策

定に関すること。 仮称 森の文化博物館の調査・展示計

画に関すること。

てんびんの里文化学

習センター

てんびんの里文化学習センターの管理運営に関するこ

と。

西堀榮三郎記念探検

の殿堂

西堀榮三郎記念探検の殿堂の管理運営に関すること。

能登川博物館 能登川博物館の管理運営に関すること、市史編さん資料

の整理、保存及び活用に関すること。

近江商人博物館・中

路融人記念館

近江商人博物館の管理運営に関すること、中路融人記念

館の管理運営に関すること。

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財調査に関すること、埋蔵文化財の保存及び活

用に関すること。

商工観光部 観光物産課 観光施策の企画立案に関すること、観光協会に関するこ

と、観光施設に関すること、観光機能の強化に関するこ

と、観光イベントに関すること、物産資源のブランド化

に関すること、観光プロモーションに関すること。

中心市街地整備課 中心市街地の整備に関すること、中心市街地活性化基本

計画の策定及び進行管理に関すること、一般社団法人八

日市まちづくり公社との連絡調整に関すること。

企画部 企画課 広域行政に関すること、山村振興に関すること、定住移

住の推進窓口に関すること。
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路融人記念館

近江商人博物館の管理運営に関すること、中路融人記念

館の管理運営に関すること。

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財調査に関すること、埋蔵文化財の保存及び活

用に関すること。

商工観光部 観光物産課 観光施策の企画立案に関すること、観光協会に関するこ

と、観光施設に関すること、観光機能の強化に関するこ

と、観光イベントに関すること、物産資源のブランド化

に関すること、観光プロモーションに関すること。

中心市街地整備課 中心市街地の整備に関すること、中心市街地活性化基本

計画の策定及び進行管理に関すること、一般社団法人八

日市まちづくり公社との連絡調整に関すること。

企画部 企画課 広域行政に関すること、山村振興に関すること、定住移

住の推進窓口に関すること。

森の文化博物館整備課 森の文化博物館整備計画に関すること。

民民間間

・それぞれの立場や専門分の知識、ノウハウを生かしながら、各分野の歴史文化の担い手の

リーダとして地域の活動を支え、文化財の保存・活用に寄与します。

・相互の支援や協力、情報共有等のためのネットワークづくりに取り組みます。

専専門門家家

・専門家は、行政との連携のもと本誌の歴史文化にかかわる様々な観点から調査研究を行い、

文化財の掘り起こしや価値づけ、保護等の対応を行います。

・調査成果を所有者や地域へ普及するとともに、保存活用に取り組んでいくための助言・指

導・協力を行います。

・行政が実施する取組に対し、適切な措置を講じられるよう各種審議会を通じて指導・助言

を図ります。

行政

東近江市

文化スポーツ部 歴史文化振興課 文化財の調査・保存、文化財保護の普及啓発、文化財防

火デー関連事業

博物館構想推進課 博物館・資料館の管理運営に関すること。東近江市立八

日市文化芸術会館の管理に関すること。博物館構想の策

定に関すること。 仮称 森の文化博物館の調査・展示計

画に関すること。

てんびんの里文化学

習センター

てんびんの里文化学習センターの管理運営に関するこ

と。

西堀榮三郎記念探検

の殿堂

西堀榮三郎記念探検の殿堂の管理運営に関すること。

能登川博物館 能登川博物館の管理運営に関すること、市史編さん資料

の整理、保存及び活用に関すること。

近江商人博物館・中

路融人記念館

近江商人博物館の管理運営に関すること、中路融人記念

館の管理運営に関すること。

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財調査に関すること、埋蔵文化財の保存及び活

用に関すること。

商工観光部 観光物産課 観光施策の企画立案に関すること、観光協会に関するこ

と、観光施設に関すること、観光機能の強化に関するこ

と、観光イベントに関すること、物産資源のブランド化

に関すること、観光プロモーションに関すること。

中心市街地整備課 中心市街地の整備に関すること、中心市街地活性化基本

計画の策定及び進行管理に関すること、一般社団法人八

日市まちづくり公社との連絡調整に関すること。

企画部 企画課 広域行政に関すること、山村振興に関すること、定住移

住の推進窓口に関すること。

森の文化博物館整備課 森の文化博物館整備計画に関すること。
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広報課 広報紙の発行その他広報一般に関すること、市のホーム

ページの運用管理に関すること、東近江スマイルネット

ケーブルテレビ への情報提供に関すること、防災情報

告知放送システムによる放送に関すること。

総務部 総務課 市町村界、字界及び住居表示の企画に関すること。

公文書センター 歴史的文書の閲覧に関すること。

人事課 職員研修の企画及び実施に関すること。

管財課 帰属・寄附採納に関すること。

都市整備部 広域事業推進課 国・県事業の推進及び調整に関すること、蛇砂川・八日

市新川・愛知川・日野川改修事業の推進に関すること、

国道８号、 号及び 号改修事業の推進に関するこ

と。

公共交通政策課 地域交通ネットワークに関すること、駅舎の管理に関す

ること。

管理課 道路、河川及び都市下水路の占用に関すること、官民境

界に関すること、法定外公共物の財産管理及び許可に関

すること。地籍調査に関すること。

住宅課 空家対策推進係） 空き家等の対策に関すること。

都市計画課 都市計画の決定、変更及び廃止に関すること、地区計画

に関すること、景観に関すること、屋外広告物に関する

こと、都市計画マスタープランに関すること、公園緑地

の整備に関すること。

建築指導課 建築基準法の施行に関すること、建築物の防災指導に関

すること、建築審査会に関すること、開発許可申請等に

対する意見書に関すること。

施設建築課 市有建物の建築設計、施工及び監督に関すること、市有

建物の営繕の設計、施工及び監督に関すること、建築基

準法第 条に基づく点検に関すること。

農林水産部 農業水産課 農業振興に関すること 新規就農に関すること 水田野

菜生産拡大に関すること 農業女子の育成・支援に関す

ること 食農教育に関すること。

地域商社支援室 地産地消事業の推進に関すること 地域商社の生産出荷

に関すること 学校給食への地場農産物の利用促進に関

すること、地域内中規模流通システムの生産者育成に関

すること。

林業振興課 森林経営管理制度に関すること、森林資源活用に関する

こと、治山、森林の保全に関すること、鳥獣被害に関す

ること。

市民部 まちづくり協働課 地域課題の解決に係る事業の企画立案及び総合調整に関

すること。

各支所 地域振興に関すること、地域の情報発信に関すること、

地域の危機管理 消防、水防、防災等 に関すること。

広報課 広報紙の発行その他広報一般に関すること、市のホーム

ページの運用管理に関すること、東近江スマイルネット

ケーブルテレビ への情報提供に関すること、防災情報

告知放送システムによる放送に関すること。

総務部 総務課 市町村界、字界及び住居表示の企画に関すること。

公文書センター 歴史的文書の閲覧に関すること。

人事課 職員研修の企画及び実施に関すること。

管財課 帰属・寄附採納に関すること。

都市整備部 広域事業推進課 国・県事業の推進及び調整に関すること、蛇砂川・八日

市新川・愛知川・日野川改修事業の推進に関すること、

国道８号、 号及び 号改修事業の推進に関するこ

と。

公共交通政策課 地域交通ネットワークに関すること、駅舎の管理に関す

ること。

管理課 道路、河川及び都市下水路の占用に関すること、官民境

界に関すること、法定外公共物の財産管理及び許可に関

すること。地籍調査に関すること。

住宅課 空家対策推進係） 空き家等の対策に関すること。

都市計画課 都市計画の決定、変更及び廃止に関すること、地区計画

に関すること、景観に関すること、屋外広告物に関する

こと、都市計画マスタープランに関すること、公園緑地

の整備に関すること。

建築指導課 建築基準法の施行に関すること、建築物の防災指導に関

すること、建築審査会に関すること、開発許可申請等に

対する意見書に関すること。

施設建築課 市有建物の建築設計、施工及び監督に関すること、市有

建物の営繕の設計、施工及び監督に関すること、建築基

準法第 条に基づく点検に関すること。

農林水産部 農業水産課 農業振興に関すること 新規就農に関すること 水田野

菜生産拡大に関すること 農業女子の育成・支援に関す

ること 食農教育に関すること。

地域商社支援室 地産地消事業の推進に関すること 地域商社の生産出荷

に関すること 学校給食への地場農産物の利用促進に関

すること、地域内中規模流通システムの生産者育成に関

すること。

林業振興課 森林経営管理制度に関すること、森林資源活用に関する

こと、治山、森林の保全に関すること、鳥獣被害に関す

ること。

市民部 まちづくり協働課 地域課題の解決に係る事業の企画立案及び総合調整に関

すること。

各支所 地域振興に関すること、地域の情報発信に関すること、

地域の危機管理 消防、水防、防災等 に関すること。
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広報課 広報紙の発行その他広報一般に関すること、市のホーム

ページの運用管理に関すること、東近江スマイルネット

ケーブルテレビ への情報提供に関すること、防災情報

告知放送システムによる放送に関すること。

総務部 総務課 市町村界、字界及び住居表示の企画に関すること。

公文書センター 歴史的文書の閲覧に関すること。

人事課 職員研修の企画及び実施に関すること。

管財課 帰属・寄附採納に関すること。

都市整備部 広域事業推進課 国・県事業の推進及び調整に関すること、蛇砂川・八日

市新川・愛知川・日野川改修事業の推進に関すること、

国道８号、 号及び 号改修事業の推進に関するこ

と。

公共交通政策課 地域交通ネットワークに関すること、駅舎の管理に関す

ること。

管理課 道路、河川及び都市下水路の占用に関すること、官民境

界に関すること、法定外公共物の財産管理及び許可に関

すること。地籍調査に関すること。

住宅課 空家対策推進係） 空き家等の対策に関すること。

都市計画課 都市計画の決定、変更及び廃止に関すること、地区計画

に関すること、景観に関すること、屋外広告物に関する

こと、都市計画マスタープランに関すること、公園緑地

の整備に関すること。

建築指導課 建築基準法の施行に関すること、建築物の防災指導に関

すること、建築審査会に関すること、開発許可申請等に

対する意見書に関すること。

施設建築課 市有建物の建築設計、施工及び監督に関すること、市有

建物の営繕の設計、施工及び監督に関すること、建築基

準法第 条に基づく点検に関すること。

農林水産部 農業水産課 農業振興に関すること 新規就農に関すること 水田野

菜生産拡大に関すること 農業女子の育成・支援に関す

ること 食農教育に関すること。

地域商社支援室 地産地消事業の推進に関すること 地域商社の生産出荷

に関すること 学校給食への地場農産物の利用促進に関

すること、地域内中規模流通システムの生産者育成に関

すること。

林業振興課 森林経営管理制度に関すること、森林資源活用に関する

こと、治山、森林の保全に関すること、鳥獣被害に関す

ること。

市民部 まちづくり協働課 地域課題の解決に係る事業の企画立案及び総合調整に関

すること。

各支所 地域振興に関すること、地域の情報発信に関すること、

地域の危機管理 消防、水防、防災等 に関すること。

環境部 森と水政策課 鈴鹿山系から琵琶湖までの流域政策に関すること、森里

川湖の活用に係る企画立案及び総合調整に関すること。

資源再生推進課 環境基本計画に関すること、自然公園法 国定公園等 に

関すること、伊庭内湖及び琵琶湖岸の環境保全に関する

こと、自然環境の保全に関すること。

こども未来部 幼児課 認定こども園、幼稚園及び保育所に対する教育・保育の

指導に関すること。

教育委員会事務局 教育総務課 教育に係る広報、調査及び統計に関すること。

学校教育課 学校の教育課程の編成及び指導に関すること、教科用図

書及び教科用教材の使用に関すること、園の教育課程の

編成及び指導に関すること。

生涯学習課 社会教育関係団体の育成指導に関すること、文化芸術の

振興に係る企画及び調整に関すること、文化芸術関係団

体の指導育成に関すること、青少年の健全育成及び青少

年教育に関すること。

図書館 図書資料の収集、整理及び保存に関すること。

学校等

市内小学校 中学校 高等学校

協議会、他市町村等

日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会 聖徳太子 年悠久の近江魅力再発見委員会

滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 彦根市観光戦略部文化財課

近江八幡市総合政策部文化観光課 甲賀市教育委員会事務局歴史文化財課

愛荘町教育委員会事務局生涯学習課 多賀町教育委員会事務局生涯学習課

竜王町教育委員会事務局生涯学習課 日野町教育委員会事務局生涯学習課

いなべ市教育委員会事務局生涯学習課

所有者

文化財所有者 文化財保護団体 文化財管理者

地域

平田地区まちづくり協議会 南部地区まちづくり協議会 市辺地区まちづくり協議会

永源寺地区まちづくり協議会 玉緒地区まちづくり協議会 五個荘地区まちづくり協議会

御園地区まちづくり協議会 愛東地区まちづくり協議会 建部地区まちづくり協議会

湖東地区まちづくり協議会 中野地区まちづくり協議会 一社 能登川地区まちづくり協議会

八日市地区まちづくり協議会 蒲生地区まちづくり協議会 市内自治会

滋賀県警察本部東近江警察署 東近江行政組合消防本部八日市消防署

能登川消防署 愛知消防署 日野消防署

市民団体等

一社 東近江市観光協会 東近江観光振興協議会 東近江市商工会 八日市商工会議所

公財 東近江市地域振興事業団 東近江市観光ボランティアガイド協会

各文化財関係団体

民間

公財 日本習字教育財団観峰館 財 日登美美術館 財 近江商人郷土館
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専門家

文化庁 滋賀県埋蔵文化財センター

独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター 滋賀県立平和祈念館

滋賀県立安土城考古博物館 滋賀県立琵琶湖博物館

滋賀県立琵琶湖文化館 滋賀県立美術館

大学等研究機関

２２ 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会

令和６年度から、地域計画の実現に向け事業の効果検証や連携体制の構築の場として法第

条の９第１項に定める法定協議会として、「東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会」 以下

「推進協議会」という。 を設置します。推進協議会には、参画する行政、所有者、市民、学識

経験者、民間事業者、協力者がそれぞれの役割を認識し、一体となって地域計画の目標実現に向

け、歴史文化を生かしたまちづくりを推進することとします。

地域計画の推進体制

文文

化化

庁庁
指導

助言

協議

調整

東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会

※※民民間間事事業業者者
観光事業者

観光協会
観光地域づくり法人

歴歴史史文文化化振振興興課課 事務局

所所有有者者等等
所有者

管理者

保存団体等

学学識識経経験験者者
大学・専門研究機関

学識経験者

地地域域住住民民
自治会・まち協

歴史団体

活用団体等

※※協協力力者者
歴史団体

外部協力者

行行政政
庁内関係課

歴史文化振興課所管

各種審議会、協議

会、行政委員会等

東近江市

文化財保護審議会

答答申申

指指導導
連連携携諮諮問問

報報告告

報報告告

助助言言

指指導導

滋滋
賀賀
県県

指導

助言

協議

調整
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専門家

文化庁 滋賀県埋蔵文化財センター

独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター 滋賀県立平和祈念館

滋賀県立安土城考古博物館 滋賀県立琵琶湖博物館

滋賀県立琵琶湖文化館 滋賀県立美術館

大学等研究機関

２２ 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会

令和６年度から、地域計画の実現に向け事業の効果検証や連携体制の構築の場として法第

条の９第１項に定める法定協議会として、「東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会」 以下

「推進協議会」という。 を設置します。推進協議会には、参画する行政、所有者、市民、学識

経験者、民間事業者、協力者がそれぞれの役割を認識し、一体となって地域計画の目標実現に向

け、歴史文化を生かしたまちづくりを推進することとします。

地域計画の推進体制

文文

化化

庁庁
指導

助言

協議

調整

東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会

※※民民間間事事業業者者
観光事業者

観光協会
観光地域づくり法人

歴歴史史文文化化振振興興課課 事務局

所所有有者者等等
所有者

管理者

保存団体等

学学識識経経験験者者
大学・専門研究機関

学識経験者

地地域域住住民民
自治会・まち協

歴史団体

活用団体等

※※協協力力者者
歴史団体

外部協力者

行行政政
庁内関係課

歴史文化振興課所管

各種審議会、協議

会、行政委員会等

東近江市

文化財保護審議会

答答申申

指指導導
連連携携諮諮問問

報報告告

報報告告

助助言言

指指導導

滋滋
賀賀
県県

指導

助言

協議

調整

○推進協議会は東近江市が設置、運営します。

○推進協議会は、行政 庁内関係部署 、所有者等、地域住民、学識経験者、民間事業者、協

力者等をもって組織します。

※「民間事業者」、「協力者」については、計画作成後直ちに住民の自主事業や民間事業者

の参入、外部協力者が現れるわけではないので、取組状況に鑑み、推進協議会の会長の

求めに応じ招聘することとします。

○推進協議会の役割は、文化財保存活用地域計画の進捗管理、成果の評価、将来の施策への

指導、助言を行います。

○文化財保護審議会は東近江市の諮問に応じ、文化財の調査、指定答申を行うとともに、推

進協議会に対しては文化財行政に係る指導、助言を行います。

○歴史文化振興課所管の各種審議会、協議会、行政委員会等は、東近江市文化財保存活用地

域計画推進協議会に対し、各協議会等で定めた内容を報告し、東近江市の歴史文化施策に

係る取組の実現のため連携します。
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